
 

 

 

 

 

 

 第１０６号 平成２１（200９）年 

米子市人権情報センター 

◯ひ◯ゅ◯ー◯ま◯ん◯ら ◯い◯つ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小地域懇談会で、幼い頃からの人権教育が大切だという意見をよく聞きます。 

乳幼児期からの人権教育について、今回は、米子市人権・同和教育推進協議会の

就学前部会の取り組みを紹介します。 

 

各地区の人権・同和教育推進協議会を中心に、自治会や公民館等のご協力をいただきながら、小地

域懇談会を開催しています。この小地域懇談会は、さまざまな人権問題を取り上げ、地域における

身近な学び合いの場として行われています。 

正しい知識を学び、誤解や偏見をなくすことは、差別をなくす第一歩です。誰もが社会の一員とし

て豊かにつながり、安心して暮らせる地域づくりのために、ぜひご参加ください。 
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の誕生とともに、人としての資質は育まれていると言われて

つすべての人が人権意識を高めることで、子どもの人権も守

いかと思います。保護者、保育者から学びを通して気づきを

発信源になれるような活動の輪を広げていきたいと思います

の認可保育園・幼稚園（あわせ

１園）で構成され、保護者や保
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次回（第５回）の は･･･   高齢者の人権  

 

 

「地域で暮らすということ」 
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 介護福祉士・介護支援専門員である

小山さんをお招きします。 

ご自身の経験にもとづいた介護の

現場について、また介護を通して気

づいたこと、人と人とのつながりで

感じていることなどのお話をして

いただきます。 

意見交流もありますので、気軽にご

参加ください。 
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今月の本棚
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 新しい書籍が加わりました。どうぞご

図書５冊・ビデオ３本まで、原則２週

開館時間（月～金曜日／祝日と年末年

以外でも、図書・ビデオの返却ができ

市役所第２庁舎玄関前の『おかえりB

 

 

 

 

 

 

 

講師：小山 雅美さん 

   （真誠会医療福祉連携センター 

副センター長） 

日時：１０月１３日（火） 

   １９：００～２１：００ 

会場：米子市人権情報センター 

※ どなたでもご参加いただけますが、人権

報センター（電話３７－３１８３）まで

し込みをお願いいたします。 
村謙介さん（山陰国際交流連絡会）のお話です。 

わせに生きるための道具 

    えほん 日本国憲法」 

野村まり子  監修／笹沼弘志 （明石書店） 

憲法をつなぐ、はじめての絵本です。 

のようなものなのか、私たちの暮らしとどの

係があるのかが中心に描かれています。 

法によって、はじめて手にした「生まれなが

と権利」を、これからも決して手ばなすこと

うに、子どもだけでなく大人も、わかり易く

ぶことができる一冊です。 

利用ください。 
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OX』に入れてください。 
おかえりBOX 
米子市人権情報センター   〒683-8686 米子市東町 161－2   
℡ 0859-37-3183 Fax 0859-37-3184 

E-mail humanr@ruby.ocn.ne.jp 

URL：http://www.yonago-city.jp/jinken/index.htm 
第６回は、１１月１０日（火）１９：００～２１：００ 

「身近な国際国流」～豊かな多文化共生社会をめざして～ 


